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　もうすぐ雪の季節。皆さんの冬支度は万全ですか？
　雪のトラブルを無くして、快適に冬を過ごしたいものです。
　町では、早朝の除雪を概ね１０ｃｍ以上の積雪を目安に、６０台以上の除雪機械が300ｋｍの道路確保に
努めます。除雪完了は午前７時を目標にしていますが、状況により作業が長引く場合もあります。　
　町民皆さんのご理解とスムーズな除雪作業のためのご協力をお願いします。
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��＝役場維持管理課・�23－3197

��＝札幌開発建設部札幌道路事務所

　　　　（当別分庁舎）・�23－2074

��＝札幌土木現業所当別出張所　

　　　　　　　　　　　�23－2220
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�搬入時には付近住民の迷惑とならないように時間を守り、
　徐行運転を行ってください。
�雪には絶対にゴミを混入しないでください。
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私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
川
に

は
、
ゴ
ミ
や
雪
を
捨
て
な
い
よ
う
み
ん

な
で
川
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。　
　

　

歩
道
は
幅
も
狭
く
電
柱
な
ど
の
障
害

物
も
多
く
あ
り
除
雪
車
が
入
り
に
く
い

た
め
全
て
除
雪
す
る
こ
と
は
困
難
で

す
。

　

是
非
、
地
域
の
方
々
で
自
主
的
に
除

雪
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

　

夜
間
（
早
朝
）
の
路
上
駐
車
は
み
ん

な
の
迷
惑
で
す
。
特
に
道
路
幅
の
狭
い

場
所
で
は
、
た
っ
た
１
台
の
車
両
の
た

め
に
除
雪
車
が
立
ち
往
生
し
除
排
雪
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
迷
惑
駐
車
は
絶

対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

で
き
る
だ
け
短
時
間
で
の
道
路
確
保

に
努
め
て
い
ま
す
。
玄
関
先
に
置
か
れ

た
雪
に
大
変
苦
労
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

思
い
ま
す
が
、
各
家
庭
で
の
処
理
を
お

願
い
し
ま
す
。
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ご
家
庭
の
庭
先
に
あ
る
低
い
樹
木
や

塀
は
目
印
が
な
い
た
め
に
、
除
雪
や
排

雪
時
に
傷
を
付
け
て
し
ま
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。
目
印
に
な
る
「
ポ
ー
ル
」
や

「
赤
い
布
」
な
ど
を
表
示
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
道
路
際
の
置
物
や
壊
れ
や
す
い

物
は
、
安
全
な
場
所
に
移
動
す
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。
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車
道
や
歩
道
に
雪
を
捨
て
る
と
、
道

路
が
狭
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
路
面

に
凹
凸
や
車
の
わ
だ
ち
が
で
き
て
交
通

事
故
の
原
因
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

雪
は
、
各
家
庭
の
敷
地
内
で
処
理
す

る
か
、
指
定
の
「
雪
堆
積
場
」
に
運
ん

で
く
だ
さ
い
。
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ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ゴ
ミ
出
し

は
道
路
の
除
雪
後
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

除
雪
の
前
に
ゴ
ミ
が
あ
る
と
、
ゴ
ミ

を
寄
せ
た
り
片
付
け
た
り
し
な
が
ら
の

作
業
と
な
り
迅
速
な
除
雪
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
ゴ
ミ
が
雪
に
隠
れ
て
し
ま

う
と
、
排
雪
時
に
ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車

の
故
障
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
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　「障害者の地域生活支援に向け

た北海道の取組」の一つとして、

北広島市に「総合相談支援セン

ター」がオープンしました。

　江別市、当別町など石狩圏域に

お住まいの障がいがある方やご家

    子育てサロンを開催します。

    子育て中の親子が集まり、楽し

く遊んだり交流できる場です。

▼�������

�������

12月8日（木）・21日（水）

1月11日（水）・19日（木）

2月1日（水）・9日（木）・15日（水）・

23日（木）

3月8日（水）・14日（火）

��������	


12月14日（水）・1月24日（火）

▼��　10時～11時30分

▼��　0歳～就学前の親子

（申し込みは必要ありませんの

で、自由に遊びに来てください。）

▼��　子育て推進課子育て支援

係（「ゆとろ」内・�25－2658）

�������
��������	

�� ����

��������
��������	
��	

�� ������

��������	
��

　精神に障がいがある方のご家族

を対象とした学習会です。

▼��　11月21日（月）9時50分～

15時30分（受付9時30分～）

▼��　江別市保健センター（江

別市若葉町6－1）

▼���精神障害者の家族

▼��　�講話「精神障害者が利

用できる福祉制度を知ろう」ほか

�参加者の語り合い

▼����　11月10日（木）まで

��������	


　１８歳未満の青少年とその家族の

心の相談に無料で応じます。

▼��　11月10日（木）13時30分

～15時30分

族を対象に、年齢や障害の種別に

かかわらず、生活をするなかでの

困りごとや悩みごとの相談ができ

ます。希望により、より良い生活

を送るための支援計画を立てるな

どの支援を受けられます。

「困ったことがある」「ほかのサー

ビスを知りたい」「制度について教

えて欲しい」など、お気軽にご相

談ください。

▼��　石狩圏域障害者総合相談

支援センター　夢民（むうみん）

▼���　〒061－1276　北広島

市大曲緑ヶ丘1丁目9－1

�０１１－３７７－６２００（24時間対応）

�０１１－３７７－７００７/Eメール   ishi-

ken@msknet.ne.jp/ホームページ

http://www.msknet.ne.jp/ishikariken-

iki/

▼����　毎週月曜～金曜（祝

日は休み）　８時４５分～１７時１５分

▼��　江別保健所石狩支所（石

狩市花川北7条1・�0133－74－

1142）

▼�����萌クリニック　早苗

麻子医師

▼��　２名（電話予約必要）

▼���・��　①②ともに江別

保健所子ども・保健推進課（�011

－383－2111）へ。

　介護に関することでどこに相談すればよいかわからないことがありまし
たら、支援センターにお気軽にご相談ください。相談は無料で、電話や来
所相談、ご自宅へ訪問しての相談もお受けします。

������　当別町在宅介護支援センター（「ゆとろ」内・�25－5152）
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　介護保険の申請をしたい、
福祉サービスを利用したい
ときにご相談があれば訪問
し、手続きの代行をします。
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　保健、医療、福祉などの機
関や施設での介護保険サー
ビスの内容や利用の仕方を
わかりやすく説明し、利用
できるように調整します。
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　「ゆとろ」内に福祉用具の
展示をしています。利用さ
れる方の状態に合った福祉
用具をご紹介し、使い方を
アドバイスします。

��������

　手すりの取り付け、段差
の解消など住宅改修時に利
用できる制度の紹介も含め
てアドバイスをします。
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　住民基本台帳カードは、次のこ

とに利用できます。
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　写真付きの住基カードは、金融

機関で口座を開設するときや携帯

電話の新規購入などに、運転免許

証などと同様に公的な身分証明書

として利用することができます。
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　全国の市区町村窓口で、本人や

世帯の「住民票の写し」の交付を

受けることができます。

��������	
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�証明書用として撮影された顔写

真１枚（縦4.5cm横3.5cm程度）

�印鑑

�免許証、健康保険証、年金手帳

など本人確認ができる書類
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　当別町国民健康保険では年７回医療費通知を送付し

ています。

　通知内容は、��������	
�����	�

��������	
���
�������の６項

目です。

　病院に支払う医療費は、自己負担

額（３割）と国保が支払う負担額（７

割）との合計額となり、通知には、

自己負担額ではなく実際に治療にか

かった金額を記載しています。

　通知内容に疑問に思う点があれば

お問い合わせください。

������　住民生活課国保年金係（�23－2467）
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　社会保険庁では、社会保険事務所毎に開かれていた

「年金電話相談センター」を廃止し、全国共通の電話番

号で相談ができる『ねんきんダイヤル』を開設しました。

�����　

年金相談用　�０５７０－０５－１１６５

年金受給者の相談用　�０５７０－０７－１１６５

�������　8時30分～17時（土・日曜・祝日を除く）

※『ねんきんダイヤル』は全国の相談センターのうち、

　回線の空いているところにつながります。

※通話料金は一般の固定電話の場合、市内通話料金で

　利用できます。

※電話機の設定、PHSなど電話機によっては利用でき　

ない場合がありますので、他の電話機を使うか、最寄　

りの社会保険事務所をご利用ください。
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　11月9日（水）・２2日（火）
　役場国保年金係へお気軽にお越しください。

���������	
�札幌北社会保険事務所）
���11月18日（金）・10時～15時
��　商工会館（錦町）

�手数料500円

以上のものをお持ちになり、申請

者本人が窓口へお越しください。

　申請からおよそ２週間で交付し

ます。

▼��������　住民生活課

戸籍住民係（�23－2463）

　札幌北税務署では、年末調整手

続きの説明会を開きます。

　２人以上雇用している事業主、

法人の青色申告者など「源泉徴収

事務」を取り扱う事業所等の担当

者は必ず出席をお願いします。

　年末調整手続きを行うことで、

ほとんどの給与所得者は、その年

の所得税の納税が完了するととも

に、改めて確定申告を行う必要が

��������	
�
�������

�� ��

なくなります。

▼��　１１月１５日（火）１３時３０分

▼��　役場第二庁舎

▼��　税務課税務係（�２３－

2332）
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　地域ごとに定めている毎月の水

道料金の検針日が、料金算定事務

手続き上、2日早くなります。

　11月検針からの変更ですが、口

座振替日の変更はありません。

  ��������	
����  

                       �

   ��������	
����

（天候などのやむを得ない理由で早期

検針する場合があります。）

▼����水道課業務係（�22－

2411）
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  今年のテーマは、「定年延長」に

ついてです。改正高齢者雇用安定

法を中心に定年延長になった場合

の賃金、退職金、労務管理や退職

後の暮らし方などの講演です。

▼���定年延長！その時あなた

はどうしますか？

▼���高橋一穂さん（社会保険

労務士）・井上宏子さん（消費生活

アドバイザー）

▼��　１１月２９日（火）１８時～２０時

▼��　役場第二庁舎

▼���　商工課商工労政係（�

23－3129）
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▼����　乙種（第１～６類）・丙種

��������	
�

▼����　甲種（第１～５類）・乙

種（第１～７類）

��������	

▼���　平成１８年２月１２日（日）

▼���　札幌市ほか６市

▼����　12月7日（水）～15日

（木）
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▼���　12月7日（水）

▼����　受講日の10日前まで

▼���　札幌市

▼��　当別消防署消防課指導

係 （�２３－２５３７）
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���������������江別募集事務所（�011－383－8955）
                                               ・役場住民生活課住民生活係（�23－3209）

����������������

1次 18年1月14日
2次 18年1月27日～30日

11月1日～
18年1月10日

中卒（見込含）
17歳未満の男子�����

受付時に
お知らせします随時18歳以上

27歳未満の者男子
������
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「老人保健法」または「道老」の

医療受給者証をお持ちの方で、１

カ月の医療費の自己負担額が高額

になり、一定の該当要件を満たし

ている場合には、自己負担限度額

を超えた額を受給することができ

ます。（表のとおり）

　ただし、保険適用外の雑費につ

いては高額医療費の対象となりま

せん。
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▼����　受給対象者には「申

請書」を郵送していますので、記

入例により必要事項を記載の上、

��������	

��������	
��

�� �� 福祉係（「ゆとろ」内）または太美

出張所（「太美郵便局」内）まで持

参もしくは郵送してください。

※領収書は不要です。

※最初の１回だけ「申請書」の提出

が必要になりますが、その後、限

度額を超えて自己負担された場合

は、指定の口座に入金されます。

�������

▼��������　受診者名が

記載された領収書・印鑑・金融機

関（郵便局を除く）の通帳・健康

保険証・医療受給者証。

※「道老」の高額医療費申請は福

祉係のみの受付となりますので、

ご了承願います。

■������　福祉課福祉係

（「ゆとろ」内・�23－3019）

������

��������	


������

��������	
�������

72,300円＋1%（注１）
　　40,200円  （注２）40,200円�������

40,200円12,000円����

24,600円
8,000円

���

15,000円���

（注1）361,500円を超えた場合に、超えた額の１％を加算。
（注2） 過去１２カ月間に４回以上高額医療費の支給があった場合、
４回目以降の限度額。
◎区分の内容など詳しくはお問合せください。


